
【不良行為】
飲酒・喫煙・深夜はいかい 等

【非 行】

等々･･･

【初発型非行】
万引き・自転車盗 等

その他の

【犯罪・触法行為】

冬休みになると、クリスマスや初詣、初日の出など、楽しい行事が
目白押しになる一方で、そのような行事がきっかけになり、トラブル
が多く発生する時期でもあります。

～夜間や早朝に子供だけで行動すると以下のようなリスク（危険性）が･･･～

◎ 冬休みに注意することⅠ ～夜間や早朝に注意～

◎ 冬休みに注意することⅡ ～交通事故に注意～

年末年始になると交通量も増え、交通事故のリスクが高まります。
特に、周辺の暗くなるのが早く、自動車からは歩行者・自転車の姿が見えにく
くなるので、明るい服装を着用したり反射材を活用したりしましょう。

【自転車安全利用五則を守りましょう!!】
① 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③ 夜間はライトを点灯
④ 飲酒運転は禁止
⑤ ヘルメットを着用

【その他にも･･･】
□ “ながらスマホ”は絶対ダメ!!
□ 横断前に手を挙げて意思表示
□ 青信号でも車の停止を確認して横断
□ 横断中でも左右確認

“これくらい大丈夫”“みんなやってるから”
がどんどんエスカレートして、大きなトラブルにつながっていきます!

～『ルールを守る＝命を守る』 交通ルールを守ることで、事故のリスクが減少します～

《保護者のみなさん・学校の先生方へ》
もうすぐ冬休みがやってきます。子供たちが安全・安心な冬休みをすごせるよう、
子供たちを守る立場として注意すべき点をまとめました。このリーフレットに書か
れていることについて、ぜひ、お子さん（児童生徒）と話し合ってみてください。

【薬物乱用】
大麻や危険ドラッグの使用 等

【犯罪被害】

宮崎県警察本部生活安全少年課だより
～いのち・じんけん・かのうせい～



← ぜひお子さんと一緒にご覧ください！！
〇 被害防止のためのマンガや動画を紹介

【警察庁Webサイト子供の性被害対策】

冬休みになると、子供たちのスマートフォン等を使う時間が増えます。インターネット
やSNSは、便利で楽しいものですが、同時に様々なリスク（危険性）があります。

－宮崎県警察本部生活安全少年課－

※ “児童”：１８歳未満の者を指す

◎ 冬休みに注意することⅢ～インターネット・SNS利用に注意～

○SNSに起因する事犯の被害児童数は依然とし
て高い水準で推移しています。

○SNS上で、被疑者と被害児童が知り合うきっか
けとなった最初の投稿の割合は、被害児童から

が多い状況にあります。

【気がついたら自分が加害者（被疑者）に・・・】
（例）SNSで同級生から生徒の裸の画像が送信されてきたので、深く考
えずにその画像を他の同級生にSNSで送信してしまった…

【軽い気持ちでネット上に投稿したとしても、
それは“いたずら”ではなく“犯罪”です！】

（例）○SNSで中傷する書き込みをする⇒名誉毀損罪
○店舗の醤油差しを鼻の中に入れる⇒器物損壊罪
○業務用冷蔵庫の中に寝そべる⇒威力業務妨害罪
○線路に降りて記念撮影する⇒鉄道営業法違反

※ 数値は、全国のデータ。『少年非行及び子供の性被害の状況（警察庁資料）』より

https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/prevent/materials.html

○自画撮り画像に伴う被害も増加しています。
（小学生の被害が増加傾向）一度ネット上に流出
した画像を全て削除・回収することはできません。

○女の子だけでなく、男の子も被害に遭っています。

○人からもらった裸の画像や動画を
転送するだけでも犯罪になります。
（児童ポルノ禁止法違反）

○児童ポルノ事犯の被疑者の年代
別割合は、10代44.1％で最多を
占めています。（R4）

○一度流出した画像や動画はデジタ
ルタトゥーといって、後から消すこ
とが極めて困難で、将来得られる
はずだった多くの
ものを失うことに
もなりかねません。

冬休みに入るこの機会に以下の内容（家庭内ルールの例）も親子で一緒に確認してみましょう!!
□ 利用料金や利用時間を決める。
□ 氏名等の情報や写真など個人を特定される情報を書き込まない。
□ 知らない人と電話やメール、メッセージの交換をしない。
□ 困ったことがあれば、必ずすぐに保護者に相談する。

□ 接続するサイトやダウンロードするアプリは保護者に確認する。
□ 保護者や他人のＩＤ・パスワードを勝手に使わない。
□ 下着姿や裸の写真は撮らない、撮らせない、送らない。
□ 「家庭内ルール」を守れなかった時のルールを決める。


